
第 15 回東北マスターズサッカー選手権大会実施要項 

 
１ 名     称  第 15 回東北マスターズサッカー選手権大会 

２ 主     催  東北サッカー協会 

３ 主     管  社団法人岩手県サッカー協会  遠野市サッカー協会  花巻市サッカー協会 

４ 後     援  花巻市  遠野市  花巻市教育委員会  遠野市教育委員会  

５ 協     賛  株式会社ミカサ  株式会社飛藤  トップツアー株式会社  

６ 開 催 期 日  平成 20 年 7 月 12 日（土）・13 日（日） 

７ 競 技 会 場  花巻市スポーツキャンプむら Ｍ Ａ Ｂ Ｃ （天然芝）  （花巻市太田 11-363-1） 

遠野市民サッカー場 （天然芝）  （遠野市松崎町白岩字地森 80 番地） 

            遠野運動公園陸上競技場・軽スポーツ広場 （天然芝）  （遠野市青笹町糠前第 11 地割） 

８ 参 加 資 格   

(1) 平成 20 年度（財）日本サッカー協会に登録された選手によって構成されたチームとする。 

   (2) 年齢基準日は、平成 20 年 4 月 1 日とする。ただし、60 歳以上の部については、平成 20 年度中に 60 歳になる

者を含む。 

   (3) （財）日本サッカー協会発行の選手証を持参すること。 

９ 参加チーム  参加チームは以下のとおりとする。 

             40 歳以上は、各県 2 チームの 12 チーム   50 歳以上は、各県 2 チームの 12 チーム 

             60 歳以上は、各県 1 チームの 6 チーム    68 歳以上は、東北選抜チーム 2 チーム 

10 競 技 規 定   

(1) 試合の競技規則は、平成 20 年度の（財）日本サッカー競技規則による。 

   (2) 交代は、登録選手全員の交代が認められ、再出場することも認める。 

           (3) 本大会に於いて退場を命じられた選手は、次の 1 試合に出場することができない。その後の処置については、

本大会規律委員会で決定する。 

   (4) 本大会期間中、警告 2 回になった選手は本大会の次の１試合の出場を停止する。 

11 競技の方法  一次ラウンド（リーグ方式）と決勝トーナメントにより順位を決定する。 

   (1) 40 歳以上・50 歳以上 

      ① 一次ラウンドは、参加 12 チームを 3 チームずつ 4 グループに分け、各グループ 1 回戦総当りのリーグ戦を

行う。 

      ② 順位の決定は、一次ラウンド、グループ 1 位のチームによる決勝トーナメント戦を行う。ただし、3 位決定戦

は実施しない。                また、グループ 2 位以降については、交流戦を行なう。 

      ③ 試合時間は、40 歳以上は 50 分（25 分ハーフ）とする。50 歳以上は 40 分（20 分ハーフ）とし、いずれもハー

フタイムのインターバルは 10 分間とする。延長戦は行わない。ただし、1 位トーナメント（代表決定）におい

てのみ、勝敗が決定しない場合、ペナルティキック方式により次回戦進出チーム及び優勝チームを決定

する。 

   (2) 60 歳以上 

① 一次ラウンドは、参加 6 チームを 3 チーム 2 グループに分け各ブロック 1 回戦総当りのリーグ戦を行う。 

② 順位の決定は、一次ラウンドの各グループ同順位チーム同士の対戦により決定する。 

③ 試合時間は、40分（20分ハーフ）とし、ハーフタイムのインターバルは10 分間とする。延長戦は行わない。

ただし、代表決定戦においてのみ、勝敗が決しない場合は、ペナルティキック方式により 1 位を決定する。 

   (3) リーグ戦における順位決定方式 

① 勝点は、勝ち 3 点、引分け 1 点、負け 0 点とし、勝点の多いほうを上位とする。 

② 勝点が同じ場合は、得失点差の大きいほうを上位とする。 

③ 得失点差が同じ場合は、総得点の多いほうを上位とする。 

      ④ 総得点が同じ場合は、当該チーム同士の対戦において勝ったほうを上位とする。なお、引分けの場合は

当該チーム同士の抽選によって上位を決定する。 

   (4) 68 歳以上の交流試合は、2 試合設定する。競技方法については別に定める。 

12 参 加 申 込    

(1) 参加登録人員は、監督を含め特別制限をしない。 

(2) 参加チームは、所定の申込み用紙（データ形式）に必要事項を入力の上、所属県サッカー協会宛にデータ送信す

るとともに、原紙一部を提出すること。（メールアドレスは所属県サッカー協会に個別に事前確認すること）（下記

申込締切日を念頭に余裕をもって提出すること） 



(3) 上記（データ）を受理した県サッカー協会は、記入内容を確認した上で、データを「Ｅ-メール」で下記申込先まで送

信し、さらに参加申込書原紙に県サッカー協会長印を捺印し下記申込先まで送付すること。 

   (4) 申込先  〒020-0133 岩手県盛岡市青山 4-13-30  （財）岩手県体育協会会館内 

                     （社）岩手県サッカー協会事務局   昆 弘盛 宛 

                     TEL：019-648-8014  FAX：019-648-8017   E-ﾒｰﾙ：fa-iwate@jfa.or.jp 

   (5) 申込締切日  データ 平成 20 年 6 月 12 日（木）   原 紙 平成 20 年 6 月 16 日（月） 

13 参加料及び懇親会 

   (1) 参 加 料 １チーム 35,000 円とする。68 歳以上は 10,000 円。 

   (2) 懇 親 会 費 １チーム 2 名出席 10,000 円とする。 

(3) 振 込 先 申込と同時に下記口座に送金してください。 

金 融 機 関 名   岩手銀行青山町支店 

口 座 名 義   社団法人岩手県サッカー協会    

口 座 番 号   普通預金 ２０１３０９４ 

14 組  合  せ   主管協会で厳正に行ない、各チーム宛後日連絡する。 

15 ﾕ ﾆ ﾌ ｫ ｰ ﾑ   

(1) ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）については、正の他に副として、正と色彩が異なり判別しやすいユ

ニフォームを参加申込書に記載し、各試合に必ず携行すること（ＦＰ・ＧＫ用共）。 

   (2) シャツの前面・背面に参加申込書に登録した選手番号を付けること。ショーツの選手番号については付けるこ

とが望ましい。 

   (3) ユニフォームの色、選手番号の参加申込締切日以後の変更は認めない。 

   (4) ユニフォームへの広告表示については JFA「ユニフォーム規程」に基づき承認された場合のみこれを認める。

なお、会場によって広告掲出料が発生する場合は、チーム負担とする。 

   (5) ユニフォームに他のチーム（各国代表・プロクラブチーム等）のエンブレム等が付いているものは着用できな

い。 

   (6) その他の事項については JFA「ユニフォーム規程」に則る。 

16 表      彰    

(1) 各種別の優勝チーム、2 位チーム及び 3 位チームには賞状を授与する。 

   (2) 40 歳以上の優勝チームには、日本スポーツマスターズ大会、平成 20 年 9 月 20 日（土）～23 日（火）までの 4

日間の参加資格を与える。 

(3) 50 歳以上の優勝チーム及び 2 位チームには、平成 21 年度全国シニア（50 歳以上）サッカー大会（開催地：岩手

県遠野市・花巻市）への参加資格を与える。 

17 経     費  参加にかかる経費は全て参加チームの負担とする。 

18 傷 害 保 険  参加チームの責任とする。なお、参加者は健康保険証を持参し、傷害保険に加入していることが望

ましい。 

19 代表者会議・懇親会・シニア委員会 

(1) 代表者会議   日 時 平成 20 年 7 月 11 日（金）午後 6 時～午後 7 時 

                場 所 遠野市 あえりあ遠野 中央ホール 

   (2) 懇 親 会    日 時 平成 20 年 7 月 11 日（金）午後 7 時～午後 8 時 30 分 

                場 所 遠野市 あえりあ遠野  

                （懇親会は代表者会議に出席する各 2 名までとし、懇親会費は大会参加費と一緒に銀行振り

込みとする。各チーム 10,000 円） 

   (3) 東北サッカー協会シニア委員会 

                日 時 平成 20 年 7 月 11 日（金）午後 3 時～午後 4 時 

                場 所 遠野市民センター第 2 会議室 

20 宿泊・弁当について 

         宿泊・弁当の予約に関しては、下記に申し込んで下さい。 

         トップツアー株式会社盛岡支店   大矢 光明 

            〒020-0022 岩手県盛岡市大通 1-11-13   盛岡フコク生命大通ビル６階 

                     TEL：019-651-8800    FAX：019-653-2093 

21 選手の変更  選手の追加・変更は「代表者会議」時に所定の様式を提出することにより認める。 

ただし、背番号の変更は認めない。 

以上 


